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政
府
は
、
現
在
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国

人
の
情
報
を
法
務
省
が
一
元
的
・
継
続
的
に

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
の
在
留
管

理
を
強
化
す
る
た
め
の
法
案
を
２
０
０
９
年

の
通
常
国
会
に
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
第
五
次
出
入
国
管
理
政
策
懇
談
会
（
法

）

「

」

務
大
臣
の
私
的
懇
談
会

は

最
終
報
告
書

（
「

」

新
た
な
在
留
管
理
制
度
に
関
す
る
提
言

２
０
０
８
年
３
月
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
「
新
た
な
在
留
管
理
制
度
」
の
基
本
骨
格

を
示
し
ま
し
た
。
こ
の
「
最
終
報
告
書
」
が

公
表
さ
れ
る
直
前
の
２
月

日
に
、
第
２
回

28

監
視
社
会
研
究
会
で

難
波
満
弁
護
士
に

新

、

「

た
な
外
国
人
の
在
留
管
理
制
度
に
関
す
る
政

府
の
検
討
状
況
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
難
波
弁
護
士
の
報
告
は
、
①
現
行
の

外
国
人
の
在
留
管
理
制
度
の
概
要
、
②
新
た

な
外
国
人
の
在
留
管
理
に
関
す
る
政
府
の
検

討
状
況
、
③
「
新
た
な
在
留
管
理
制
度
に
関

す
る
検
討
状
況
（
中
間
報
告

」
の
概
要
と

）

問
題
点
、
の
三
点
に
わ
た
る
も
の
で
す
。
以

下
、
難
波
弁
護
士
の
報
告
を
事
務
局
で
ま
と

め
ま
し
た
。

１

現
行
の
外
国
人
の
在
留
管
理
制
度
の
概

要
２
０
０
７
年

月
か
ら
、
政
府
・
入
管
当

11

局
は
、
日
本
に
入
国
す
る
外
国
人

特

―

別
永
住
者
は
除
か
れ
ま
し
た
が

の
顔

―

写
真
と
指
紋
を
強
制
的
に
採
取
す
る
「
新
た

な
入
国
管
理
制
度

、
す
な
わ
ち
、
日
本
版

」

Ｕ
Ｓ
‐
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
と
も
呼
ぶ
べ
き
制
度
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
版
Ｕ
Ｓ
‐
Ｖ

Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
は
、
外
国
人
登
録
法
に
基
づ
く
指

紋
押
捺
制
度
の
復
活
と
言
え
る
も
の
で
す

が
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
、
政
府
は

「
新

、

」

。

た
な
在
留
管
理
制
度

を
検
討
し
て
い
ま
す

そ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
現
行

の
在
留
管
理
制
度
の
概
要
を
簡
単
に
見
て
み

る
こ
と
に
し
ま
す
。
現
行
の
在
留
管
理
制
度

は
、
①
国
（
法
務
省
）
の
事
務
で
あ
る
「
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
入
管
法
）

」

に
基
づ
く
入
国
・
在
留
関
係
の
許
可
の
手
続

き
と
、
②
市
区
町
村
の
法
定
受
託
事
務
で
あ

る
「
外
国
人
登
録
法

（
外
登
法
）
に
基
づ

」

く
外
国
人
登
録
制
度
の
二
本
立
て
に
な
っ
て

い
ま
す
。
①
の
在
留
関
係
の
許
可
の
手
続
き

は
、
外
国
人
本
人
が
地
方
入
国
管
理
局
に
赴

い
て
行
い
、
氏
名
、
国
籍
等
の
身
分
事
項
、

居
住
地
、
所
属
先
な
ど
の
情
報
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
と
同
時
に
②
日

本
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
入
国
後

日
以

90

内
に
、
市
区
町
村
の
長
に
対
し
、
氏
名
、
国

籍
等
の
身
分
事
項
、
居
住
地
、
勤
務
先
な
ど

の
登
録
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

市
区
町
村
の
長
は
、
こ
れ
ら
の
登
録
事
項
を

記
載
し
た
外
国
人
登
録
原
票
を
作
成
し
「
外
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国
人
登
録
証
明
書
」
を
交
付
し
ま
す
。
外
国

人
は
こ
の
登
録
証
明
書
の
常
時
携
帯
義
務
を

負
い
ま
す
。
市
区
町
村
の
長
が
取
得
し
た
情

報
は
法
務
大
臣
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
い
ま
政

府
・
法
務
省
は
、
こ
の
在
留
管
理
制
度
を
よ

り
強
化
し
、
法
務
省
が
外
国
人
の
情
報
を
一

元
的
・
継
続
的
に
把
握
す
る
制
度
を
構
築
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
外
国
人
登
録
制
度
を

廃
止
し
て

新
た
な
在
留
管
理
制
度

と

外

「

」

「

国
人
台
帳
制
度
」
を
つ
く
る
計
画
を
検
討
し

て
い
る
の
で
す
。

２

新
た
な
外
国
人
の
在
留
管
理
に
関
す
る

政
府
の
検
討
状
況

政
府
は

「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進

、

会
議

（
現
在
の
規
制
改
革
会
議
）
と
「
犯

」

罪
対
策
閣
僚
会
議
」
に
お
い
て
新
た
な
在
留

制
度
に
関
す
る
検
討
を
す
す
め
、
ほ
ぼ
同
時

期
に
検
討
結
果
を
発
表
し
ま
し
た
【

規
制

「

改
革
・
民
間
開
放
推
進
の
た
め
の
３
カ
年
計

」（

）
、

画

２
０
０
７
年
６
月

日

閣
議
決
定

22

「
外
国
人
の
在
留
管
理
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン

グ
チ
ー
ム
の
検
討
結
果
に
つ
い
て

（
２
０

」

）
】
。

０
７
年
７
月
３
日

犯
罪
対
策
閣
僚
会
議

「
３
カ
年
計
画
」
で
は

「
国
境
を
越
え
た

、

『

』

」

ヒ
ト

の
円
滑
な
移
動
の
た
め
の
法
整
備

と
い
う
こ
と
が
謳
わ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ

の
内
容
と
し
て
「
在
留
外
国
人
の
入
国
後
の

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
」
と
い
う
こ
と
が
明

確
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

「
犯
罪
対
策
閣

。

僚
会
議
」
の
議
論
の
出
発
点
は

「
不
法
滞

、

在
者
」
の
摘
発
強
化
で
あ
り
、
外
国
人
犯
罪

対
策
の
取
締
り
の
強
化
で
し
た
。
こ
う
い
う

と
こ
ろ
で
在
留
管
理
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
、
政
府
の
外
国
人
に
対
す
る
見
方

の
一
つ
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

政
府
内
で
の
こ
の
よ
う
な
検
討
に
ふ
ま
え

て

「
出
入
国
管
理
政
策
懇
談
会
」
が
「
新

、
た
な
在
留
管
理
制
度
に
関
す
る
検
討
状
況

（
中
間
報
告

」
を
発
表
し
（
２
０
０
７
年

）

８
月

、
間
も
な
く
「
最
終
報
告
」
が
公
表

）

さ
れ
る
予
定
で
す
［
２
０
０
８
年
３
月
公

表

。
そ
し
て
こ
の
「
最
終
報
告
」
に
も
と

］
づ
い
て
法
務
省
や
総
務
省
な
ど
の
関
連
省
庁

で
さ
ら
に
検
討
を
す
す
め
た
う
え
で
、
新
た

な
在
留
管
理
制
度
の
た
め
の
関
連
法
案
が
２

０
０
９
年
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
の
は

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

３

「
新
た
な
在
留
管
理
制
度
に
関
す
る
検

討
状
況
（
中
間
報
告

」
の
概
要
と
問
題
点

）

―

概
要

―

１

「
点
」
の
管
理
か
ら
「
線
」
の
管
理
へ

、

、

、

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に

外
国
人
は
現
在

在
留
資
格
の
更
新
・
延
長
の
時
に
は
入
管
窓

口
に
行
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
し
（
入
管

法

、
ま
た
、
外
国
人
登
録
や
変
更
の
時
に

）
は
市
区
町
村
の
窓
口
で
届
出
を
し
て
い
ま
す

（
外
登
法

。
そ
れ
で
十
分
で
は
な
い
か
と

）

思
う
の
で
す
が
、
さ
ら
に
外
国
人
の
情
報
は

そ
の
人
が
日
本
に
い
る
か
ぎ
り
ず
っ
と
線
の

よ
う
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

発
想
の
も
と
に
、
こ
の
「
中
間
報
告
」
は
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
務
大
臣
が
外
国
人
の

情
報
を
一
元
的
に
正
確
・
継
続
的
に
把
握
す

る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
目
的
は
「
的
確
な
在
留
管
理

「
行
政

」

の
効
率
化

「
外
国
人
の
負
担
軽
減
」
と
さ

」

れ
て
お
り
、
後
二
者
は
住
基
ネ
ッ
ト
を
導
入

し
よ
う
と
し
た
と
き
の
政
府
の
説
明
と
ほ
ぼ

同
じ
も
の
で
す
が
、
真
の
目
的
は
、
法
務
大

臣
が
、
在
留
管
理
の
名
の
も
と
に
、
外
国
人

第２２号 2009年 1月14日
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の
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
を
随
時
把
握
し
て
お

く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

２
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
の
把
握

法
務
大
臣
が
把
握
す
る
こ
と
を
検
討
し
て

い
る
外
国
人
の
情
報
は

「
中
間
報
告
」
で

、

は
、
①
身
分
事
項
［
氏
名
・
生
年
月
日
・
性

別
・
国
籍
、
さ
ら
に
婚
姻
・
離
婚
事
実
・
在

日
親
族

、
②
居
住
地
、
③
世
帯
主
の
氏
名

］

、

、

・
続
柄
等

④
所
属
機
関
の
名
称
・
所
在
地

実
際
に
所
属
し
て
い
る
支
店
等
の
名
称
・
所

在
地
や
実
際
に
本
人
が
活
動
し
て
い
る
場

所
、
⑤
所
属
機
関
等
に
お
け
る
職
種
・
地
位

等
、
報
酬
等
の
労
働
条
件
、
⑥
外
国
人
子
弟

の
修
学
状
況
、
と
い
う
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
領

域
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

外
国
人
の
情
報
を
収
集
す
る
た
め
の
仕
組

み
は
次
の
二
つ
で
す
。
①
外
国
人
に
在
留
情

報
を
法
務
大
臣
に
随
時
届
け
出
る
義
務
を
負

わ
せ
る
。
届
出
先
は
法
務
大
臣
に
す
べ
て
一

元
化
す
る
。
外
国
人
は
、
い
ま
は
勤
務
先
が

変
わ
れ
ば
、
現
在
住
ん
で
い
る
市
区
町
村
の

窓
口
で
届
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
新
し
い
制
度
で
は
、
地
方
入
管
局
に
わ

ざ
わ
ざ
出
か
け
て
届
出
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
で
は
「
外
国
人
の
負
担
軽
減
」

に
な
る
の
か
甚
だ
疑
問
に
思
わ
れ
ま
す
。
②

さ
ら
に
、
外
国
人
本
人
が
届
け
出
た
情
報
が

必
ず
し
も
信
用
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
と
す

（東京新聞 ２００９年１月５日付 夕刊）
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る
か
の
よ
う
に

「
情
報
の
正
確
性
を
は
か

、

る
た
め
」
と
し
て
、
外
国
人
が
所
属
す
る
教

育
機
関
・
研
修
機
関
や
関
係
行
政
機
関
か
ら

情
報
を
提
供
さ
せ
て
突
合
す
る
こ
と
が
検
討

と
つ
ご
う

さ
れ
て
い
ま
す

（
就
労
し
て
い
る
場
合
に

。

は
、
２
０
０
７
年
の
改
正
雇
用
対
策
法
に
よ

っ
て
、
事
業
主
が
厚
生
労
働
大
臣
に
情
報
を

届
け
出
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
厚
労
省

か
ら
法
務
省
に
こ
れ
ら
の
情
報
が
包
括
的
に

提
供
さ
れ
て
い
ま
す

）
例
え
ば
、
大
学
に

。

つ
い
て
は
、
い
ま
で
も
法
務
大
臣
は
留
学
生

の
情
報
に
つ
い
て
大
学
に
任
意
で
の
提
供
を

求
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
法
制
化
し
て
義

務
化
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た

「
中
間
報
告
」
で
は
、
就
学
生
・
留
学

、
生
だ
け
で
な
く
、
外
国
人
の
子
供
た
ち
が
通

学
し
て
い
る
小
学
校
・
中
学
校
か
ら
も
情
報

を
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま

す
。

３

「
在
留
カ
ー
ド

（
仮
称
）
の
交
付

、

」

次
に
、
現
行
の
外
国
人
登
録
法
に
基
づ
く

外
国
人
登
録
証
明
書
を
廃
止
し
、
法
務
大
臣

が
在
留
を
許
可
し
た
外
国
人
に
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

搭
載
の
「
在
留
カ
ー
ド
」
を
新
た
に
交
付
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
外

国
人
登
録
証
明
書
と
同
じ
よ
う
に
、
外
国
人

に
は
「
在
留
カ
ー
ド
」
の
常
時
携
帯
義
務
と

提
示
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ

て
い
ま
す
。

①
「
在
留
カ
ー
ド
」
の
券
面
記
載
事
項

「
在
留
カ
ー
ド
」
に
は
、
カ
ー
ド
番
号
・

カ
ー
ド
の
有
効
期
限
・
氏
名
・
生
年
月
日
・

性
別
・
国
籍
・
在
留
資
格
・
在
留
期
限
・
顔

写
真
が
最
低
限
記
載
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、

「
中
間
報
告
」
で
は
、
居
住
地
・
婚
姻
・
離

婚
事
実
・
勤
務
先
そ
の
他
の
所
属
機
関
の
名

称
・
所
在
地
、
所
属
機
関
に
お
け
る
職
種
・

地
位
等
を
記
載
事
項
と
す
る
か
ど
う
か
も
検

討
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
搭
載
す
る
事
項
等

「
在
留
カ
ー
ド
」
内
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
搭

載
す
る
事
項
は
券
面
記
載
事
項
と
同
じ
に
す

る
の
か
ど
う
か
、
券
面
記
載
事
項
以
外
の
事

項
も
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
搭
載
す
る
の
か
ど
う
か

も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

「
中
間
報
告
」
で

。

は
簡
単
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
重
要
な
と
こ

ろ
で
す
。
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
指
紋
な
ど
の
生
体

情
報
が
搭
載
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
私
た
ち

は
十
分
に
注
意
し
て
見
て
い
か
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
内
の
情
報

を
、
ど
の
行
政
機
関
が
、
ど
の
範
囲
の
情
報

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の

か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
。
法
務
省
の
入
管
当
局
だ
け
で
な
く
警

察
ま
で
含
ま
れ
て
く
る
の
か
ど
う
か
、
注
意

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

４
、
外
国
人
登
録
制
度
を
廃
止
し
新
た
な
外

国
人
台
帳
制
度
を
新
設

現
行
の
外
国
人
登
録
制
度
を
廃
止
し
、
新

た
に
、
市
区
町
村
は
、
法
務
大
臣
か
ら
外
国

人
の
身
分
事
項
等
の
情
報
の
提
供
を
受
け

て
、
外
国
人
の
世
帯
ご
と
に
台
帳
を
作
成
す

る
制
度
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

「
適
法
な

。

在
留
外
国
人
の
台
帳
制
度
」
と
言
わ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
新
聞
報
道
記
事
に
、
〝
台
帳

が
整
備
さ
れ
て
外
国
人
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
や
す
く
な
る
〟
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま

し
た
が
、
新
た
な
台
帳
制
度
に
つ
い
て
一
面

的
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
す
。
た
し
か
に

外
国
人
の
台
帳
は
整
備
さ
れ
ま
す
が
、
オ
ー

バ
ー
ス
テ
イ
の
外
国
人
は
台
帳
に
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
。
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
の
外
国
人
の
子

供
は
い
ま
は
学
校
に
通
う
機
会
が
与
え
ら
れ
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て
い
ま
す
が
、
こ
の
台
帳
制
度
で
は
そ
の
よ

う
な
機
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
現
在
は
市
区
町
村
が
外
国
人
登
録

原
票
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
制
度

で
は
、
市
区
町
村
は
法
務
大
臣
か
ら
在
留
情

報
の
提
供
を
う
け
て
外
国
人
台
帳
を
つ
く
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
市
区
町
村
か
ら
法
務
省

へ
と
い
う
外
国
人
登
録
情
報
の
流
れ
が
、
新

し
い
制
度
で
は
法
務
省
か
ら
市
区
町
村
へ
と

い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。
法
務
省
が
在
留
外

国
人
の
情
報
を
一
元
的
に
集
中
管
理
し
た
う

え
で
、
そ
の
一
部
分
を
市
区
町
村
に
提
供
す

る
か
た
ち
と
な
り
、
こ
れ
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー

的
な
情
報
管
理
の
シ
ス
テ
ム
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
法
務
省
と
総
務
省
と
で
、
外
国
人

台
帳
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
綱
引
き
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
法
務
省
側
は
在
留
管
理
を
自

分
た
ち
が
行
う
の
だ
か
ら
外
国
人
台
帳
に
つ

い
て
も
自
分
た
ち
の
管
理
下
に
お
き
た
い
一

方
、
総
務
省
側
は
市
区
町
村
の
自
治
事
務
な

の
だ
か
ら
住
民
基
本
台
帳
法
と
同
様
に
取
り

扱
う
べ
き
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
人
の
住
民

基
本
台
帳
と
は
別
個
の
外
国
人
専
用
の
台
帳

を
つ
く
る
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
今
後
の
政
府
の
議
論
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

５
、
行
政
機
関
相
互
の
情
報
の
共
有

さ
ら
に
各
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
在

留
外
国
人
情
報
の
共
有
の
問
題
で
す
。
改
正

雇
用
対
策
法
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
法
務

大
臣
へ
の
包
括
的
な
情
報
の
提
供
を
法
制
化

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
、
法
務
大
臣
自

体
を
含
め
て
、
い
か
な
る
行
政
機
関
が
、
他

の
い
か
な
る
行
政
機
関
が
保
有
す
る
、
外
国

人
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
を
必
要
と
し
て

い
る
か
を
検
討
す
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
が
保
有
・
管
理
す
る

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
相
互
間
の
情
報
提
供
の
方
法

も
検
討
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま

だ
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私

、

「

」

は

第

回

監
視
カ
メ
ラ
規
制
を
考
え
る

10

研
究
会
（
２
０
０
６
年
４
月
）
で
、
自
民
党

が
提
案
し
た
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
セ
ン

」

［

］
、

タ
ー

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が

＊

こ
れ
以
降
の
検
討
の
状
況
は
必
ず
し
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

［
＊
］｢

！
監
視｣

ニ
ュ
ー
ス
第

号
よ
り

NO

14

「
法
務
省
や
自
民
党
に
よ
る
『
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
・
セ
ン
タ
ー
』
の
構
築
・
活

用
の
構
想
。
こ
れ
は
出
入
国
管
理
業
務

・
外
国
人
登
録
業
務
を
通
じ
て
得
ら
れ

、

る
個
々
の
外
国
人
の
デ
ー
タ
に
加
え
て

警
察
庁
、
外
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
関

係
機
関
か
ら
提
供
さ
れ
る
諸
情
報
を
個

人
単
位
で
一
元
的
に
管
理
し
、
情
報
の

総
合
管
理
機
能
を
充
実
・
強
化
す
る
と

い
う
も
の
で
す

」
。

―
「
中
間
報
告
」
の
問
題
点

―

①
立
法
事
実
の
検
討
の
不
十
分
性

法
務
大
臣
に
よ
る
一
元
的
な
情
報
把
握
の

目
的
は

「
的
確
な
在
留
管
理

「
行
政
の
効

、

」

率
化

「
外
国
人
の
負
担
軽
減
」
に
あ
る
と

」

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

個
別
具
体
的
な
立
法
事
実
の
検
討
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
す
。
仮
に
、
目

的
の
一
部
に
正
当
な
点
が
あ
る
と
し
て
も
、

個
別
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
立
法
事
実
を
ふ

ま
え
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
検
討
が
さ
れ
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て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で

す
。

②
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
原

則
と
の
著
し
い
乖
離

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
つ

い
て
は
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
最
小
限

の
範
囲
内
で
個
人
情
報
を
収
集
・
保
有
・
利

用
す
る
と
い
う
原
則
が
あ
り
ま
す

「
的
確

。

な
在
留
管
理

「
行
政
の
効
率
化

「
外
国
人

」

」

の
負
担
軽
減
」
の
名
の
も
と
に
、
行
政
機
関

に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
原
則
を
著
し
く

超
え
た
収
集
・
保
有
・
利
用
が
な
さ
れ
る
お

そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
検
証
が
必
要
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
と

づ
く
行
政
機
関
相
互
に
よ
る
情
報
の
共
有
シ

ス
テ
ム
づ
く
り
な
ら
び
に
「
在
留
カ
ー
ド
」

を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
結
合

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
も
含
め
、
外

国
人
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
単
位

で
一
元
的
に
管
理
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す

「
在
留
カ
ー
ド
」
に
は
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
と

。
い
う
大
容
量
の
媒
体
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、

券
面
記
載
事
項
以
外
の
事
項
の
搭
載
、
他
の

機
関
の
情
報
の
読
み
取
り
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
外
国

人
の
記
録
を
名
寄
せ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行

政
機
関
に
よ
っ
て
外
国
人
一
人
ひ
と
り
の
日

常
的
な
行
動
が
容
易
に
把
握
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
「
在
留
カ
ー
ド
」
の

携
帯
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
い

ま
っ
て
個
人
情
報
流
出
の
お
そ
れ
が
相
当
高

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

③
多
民
族
・
多
文
化
の
共
生
す
る
社
会
の
構

築
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
の
必
要
性

現
在
の
外
国
人
を
め
ぐ
る
法
制
度
は
、
入

管
法
と
外
登
法
と
い
う
外
国
人
の
管
理
を
主

眼
と
し
た
法
律
を
中
心
に
整
備
さ
れ
て
お

り
、
外
国
人
の
人
権
保
障
を
目
的
と
す
る
法

律
は
全
く
存
在
し
ま
せ
ん
。
多
民
族
・
多
文

化
の
共
生
す
る
社
会
の
構
築
に
つ
い
て
、
十

分
な
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
在
留
管
理
の
必
要
性
の
み
が
強
調

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
問
題
で
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

政
府
（
法
務
省
）
に
よ
る
在
留
外
国
人
の

一
元
的
な
情
報
管
理
は
、
す
べ
て
の
日
本
人

の
情
報
の
一
元
的
な
管
理
と
一
体
的
に
す
す

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
在
留
外
国
人
が
常
時
携

帯
と
提
示
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
「
Ｉ
Ｃ
在
留

カ
ー
ド
」
の
発
行
が
、
日
本
の
す
べ
て
の
人

々
に
交
付
さ
れ
携
帯
を
義
務
づ
け
ら
れ
る

「
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
」
制
度
づ
く
り
の
突
破

口
と
さ
れ
る
危
険
性
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は

訴
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
事
務
局
）


